
観光施設における公共用 EV充電設備導入に関する契約書(案) 

八代市（以下「甲」という）と○○○○（以下「乙」という）は、相互の連携により、観光

施設における公共用 EV充電設備（以下「充電設備」という）の導入を進めることとし、次

のとおり、観光施設における公共用 EV充電設備導入に関する契約書（以下「本契約」とい

う）を締結する。 

（目的） 

第１条 本契約は、本市が有する観光施設（以下「市有施設」という。）における自動車

充電インフラを整備することで、当該施設における利便性の向上を図るとともに、

「ゼロカーボンシティ八代」の実現と、環境配慮型の観光振興（サステナブル・ツー

リズム）を通じて、観光客の誘客を図ることを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 甲及び乙は、前条に定める目的を達成するため、互いに連携・協力し、誠実にこ

れを履行しなければならない。 

（甲及び乙の主たる役割） 

第３条 甲は、観光施設において充電設備の設置場所を確保するものとし、乙は当該場所

に充電設備を設置・運用するものとする。 

（実施期間） 

第４条 本契約の有効期間は、契約締結の日から、令和 17年 3月 31日以降、乙が行う充

電設備の撤去及び原状回復が完了する日までとする。なお、原状回復の範囲等につい

ては、甲乙協議の上、定めるものとする。 

２ 前項の期間については、甲乙協議の上、延長することができる。 

（事業費用） 

第５条 充電設備の設置および運用に関する費用（終了時における撤去を含む）は、すべ

て乙の負担とし、甲は一切費用を負担しない。 

２ 前項の事業費用については、充電設備の設置および運用に通常必要な備品等の調達に

ついても同様とする。 

（関係法令等の遵守） 

第６条 乙は、本事業の実施に当たり、関係法令のほか、公募時の仕様書及び乙が甲に提

出した企画提案書等の内容を遵守しなければならない。 

（秘密の保持） 

第７条 乙は、業務実施中に知り得た秘密および甲の行政事務などで一般に公表されてい

ない事項を他にもらしてはならない。 

２ 前項の守秘義務については、委託業務終了後および契約解除後においても同様とする。 

 



（情報セキュリティの確保） 

第８条 乙は、業務の実施において、情報セキュリティを確保するための必要な措置を講

じる義務を負うとともに、当該業務で知り得た各種情報についての守秘義務を負うも

のとする。 

２ 前項の守秘義務については、前条第２項の規定を適用する。 

（個人情報の保護） 

第９条 乙がこの契約に関して取扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律

（平成 15年法律第 57号）を遵守しなければならない。 

（覚書） 

第 10条 甲及び乙は、本契約に定めのない詳細事項等について定めるため、別途覚書を

取り交わすことができるものとする。 

（契約の変更及び解除） 

第 11条 甲又は乙が本契約の変更又は解除を申し出たときは、協議の上、合意により本

契約を変更又は解除することができる。 

（協議事項） 

第 12 条 本契約について疑義が生じた場合又は本契約に定めのない事項が生じた場合は、

甲乙誠意をもって協議の上、これを取り決めるものとする。 

本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自１通を保

有するものとする。ただし、本書を電磁的記録で作成する場合は、甲乙が電子署名の上、各

自その電磁的記録を保有するものとする。 

令和８年  月  日 

甲 熊本県八代市松江城町１丁目２５番地 

  八代市長 小野 泰輔 
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